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第1章  中期財政計画策定の目的 

本市を取り巻く状況は、これまで経験したことがない超高齢化の進展等に伴う社会保障

関係費の増加に加え、公共施設の老朽化に伴う大規模改修や異常気象による集中豪雨など

激甚化する自然災害への対応など行政需要が増加傾向にあります。そして、近年の物価高騰

の影響は、資機材費や人件費へと波及し、本市財政に大きな負担を与えています。こうした

厳しい状況下において持続可能な行政運営を展開するためには、財政基盤の強化が必要不

可欠です。 

 そのためには、本市財政の現状と課題を把握・分析、そして共有し、計画的な基金・市債

の活用等に関する方向性を定めるとともに、限られた財源の中で如何に行政サービスを維

持するかを考える「不断の改革」を推し進めなければなりません。 

 以上を踏まえ、今後の本市の財政運営や予算編成方針の指針とするため、中期財政計画を

策定します。 

 

 

第2章  中期財政計画の基本的な考え方・位置付け 

1. 計画期間 

令和８年度（2026 年度）から令和 12 年度（2030 年度）までの５年間とします。 

 

2. 会計単位 

本計画の会計は、統計や財政指標等の基礎となっている普通会計とします。 

 

3. 歳入・歳出の試算方法 

社会経済環境や税制などについては、本計画策定時点の状況を基本とします。歳入に

ついては予算科目別で、歳出については性質別の体系で試算します。 

 

4. 計画の位置づけ 

本計画は摂津市行政経営戦略の分野「行政経営」の施策に位置付ける分野計画であり、

限られた財源の中で、基本構想の実現に向け、摂津市行政経営戦略の各施策を持続可能

な形で推し進めるための計画とします。 
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第3章  本市の財政状況の現状と課題について 

1. 本市の財政規模 

(1) 決算額の推移 

 本市の財政規模は、平成 16 年度頃に公債費償還額等が嵩み、歳出に対する普通

建設事業費の割合を全国都市最小値（ワースト 1 位）に抑制する緊縮財政をとり、

歳出額は 286 億円の規模となりました。行財政改革を推し進め、基金を取り崩す

苦しい財政運営を行いながら、平成 17 年度の公債費償還のピークを切り抜け、当

面の財政危機を脱することができました。 

 しかしながら、近年の本市の財政規模は、千里丘駅西地区再開発事業や阪急京都

線連続立体交差事業の本格化をはじめ、公共施設の建替えや新規建設など普通建

設事業費の割合が急激に増加していることに加え、物価高騰等の影響により、5 年

連続して 450 億円前後の決算額となっています。 

 令和７年度の当初予算額は約 517 億円となっており、今後予定している主要な事

業を鑑みるとしばらくは同水準で推移していくことが想定されます。 
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(2) 主な歳入の状況 

歳入の大きな比率を占める自主財源の市税については、新型コロナウイルス感染

症の影響を受け令和２年度から令和３年度にかけて落ち込みを見せたものの、その

後、令和元年度の水準以上に回復しています。法人市民税については、令和２年度

に減少していますが、これは令和元年１0 月１日以降の税率引き下げが影響してい

ます。 

また、超高齢化の進展や新型コロナウイルス感染症対策等による社会福祉費等の

増加に伴い、地方交付税と国府支出金についても増加傾向にあります。 

さらに、普通建設事業費の増加に伴い市債発行額が近年急増しており、後年度の

財政の硬直化が懸念されます。 
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(3) 主な歳出の状況 

① 義務的経費 

人件費については、令和 6 年度は約 71 億円となっており、ピークであった

平成 11 年度の約 84 億円から大きく減少しています。しかしながら、令和２年

度の地方公務員法及び地方自治法の改正により、物件費に分類されていた非常

勤職員等の賃金が会計年度任用職員の報酬となったことや、人事院勧告を受け、

人件費は近年増加しています。 

扶助費については、超高齢化の進展や子育て支援等の施策充実により、年々

増加傾向にあり、令和６年度は約 143 億円となっています。 

公債費については、元金償還額以内の市債発行としてきたため、年々減少傾

向にありましたが、令和３年度以降は、元金償還額以上の市債発行となってお

り、今後の公債費の増加が想定されています。 
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② 投資的経費 

 普通建設事業費については、元金償還額以内の市債発行を基本とし、約 30 億

円以内で推移してきました。しかし、令和３年度以降に千里丘駅西地区再開発

事業や阪急京都線連続立体交差事業の本格化、千里丘小学校やとりかいこども

園の建替工事等が重なり、直近の普通建設事業費は 60 億円規模で推移し、令和

７年度予算では約 91 億円を計上しています。現在進行している大規模事業は

しばらく継続することとなり、普通建設事業費は高水準で推移することが想定

されています。 
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(4) 経常経費と臨時経費について 

経常経費につきましては、人件費や物件費、扶助費等の科目において年々増加傾

向にあり、平成 26 年度と令和 6 年度では約 74 億円増加しています。経常的な経費

は歳出予算の固定経費となるため、限られた財源の中では、事業の見直しや実施方

法等について検討していく必要があります。 

臨時経費につきましては、平成 26 年度から令和元年度まで（※平成 27 年度除く）

は平均約 48 億円で推移しておりますが、大規模事業等の本格化に伴い、令和２年

度以降は平均約 127 億円の水準となっております。今後の計画的な財政運営を進め

ていく上で、適正な財政規模について検討していく必要があります。 

※平成 27 年度は吹田操車場跡地の土地売却益による積立金が大幅に増加したため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

272 277 283 286 288 290 296 301 311 322 
346 

52 

126 

52 43 46 43 

157 147 118 
120 92 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

（億円） 経常経費と臨時経費の推移

経常経費 臨時経費



 7 /23 

2. 経常収支比率の状況 

(1) 経常経費充当一般財源等と経常収支比率 

経常的な経費に充てられた一般財源である「経常経費充当一般財源等」は、増加

傾向にあり、中でも人件費と物件費の占める割合が高い状況です。また、補助費等

についても近年増加傾向にあります。 

経常収支比率は、地方交付税や市税の減収等により、平成 29 年度と平成 30 年度

に 100％を超える状況でありましたが、その後は 100％以下となっています。令和

３年度につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響で税収が落ち込むと見込

まれたこと等により地方交付税が増加し、経常収支比率は大きく改善しています。

しかし、それ以降は３年連続悪化し、直近の令和 6 年度は 101.0%となっており、

経常経費の見直しが必要となります。 
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(2) 類似団体との経常収支比率の比較 

108 の類似団体の経常収支比率平均と比較すると、本市の経常収支比率は常に高

い状況にあります。また、公債費を除く経常収支比率では、その差が大きく開いて

おり、経常一般財源等に対する経常経費の支出割合が大きい傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 主な性質別費目の特徴 

次に、令和 5 年度の経常経費充当一般財源等の摂津市と類似団体との金額ベース

の差額は下図のとおりとなり、公債費を除く費目において本市は類似団体よりも費

用が多い結果となっています。 

 

 

 

 

 

 

① 人件費 

 本市の職員数は、平成７年度をピークに減少し、令和２年度から令和 6 年度

にかけて職員数（４月１日付）は 549 名から 585 名に増加傾向にあります。 

また、令和２年度の地方公務員法及び地方自治法の改正により会計年度任用

職員の報酬が人件費に計上されています。 

類似団体と比較し、金額ベースでは約 4.2 億円費用が多いため、業務の効率

化や事業の見直しを行い、職員数の適正化について検討する必要があります。 
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② 扶助費 

 経常経費充当一般財源は平成 26 年度から平成 30 年度までは約 30 億円で推

移していましたが、直近では増加しており、今後も子育て支援等の施策充実や

高齢化の進展等による影響で増加していくことが想定されます。 

類似団体との差額は約 9.1 億円となっており、本市独自の単独扶助費等の経

常経費に充てる一般財源が増加傾向にあり、事業の適正化について検討する必

要があります。 

 

③ 公債費 

 令和 2 年度まで元金償還額以下での市債発行としてきたことにより、類似団

体と比べると、本市の公債費は少ない状況にあります。ただし、近年多くの大

規模事業の実施により元金償還額以上の市債発行となっており、公債費は今後

大幅に増額していく傾向にあります。公債費の増額は、財政の硬直化をもたら

すとともに後年度への負担となることから、今後の市債発行については一定の

基準等を検討する必要があります。 

 

④ 物件費 

 経常経費充当一般財源は平成 26 年度から微増しており、令和２年度から会

計年度任用職員に係る金額が人件費へ移行しているにもかかわらず、平成 26

年度と令和５年度を比べると約５億円増加しています。 

類似団体との差額は約 4.9 億円となっており、業務内容や業務工程等を再度

点検し、委託内容等について検討する必要があります。 

 

⑤ 補助費等 

平成 28 年度まで経常経費充当一般財源は 12～13 億円でありましたが、平

成 29 年度以降は約 30 億円で推移しており大幅に増加しています。なお、令和

５年度から茨木市との廃棄物広域処理負担金（約７億３千万円）が普通建設事

業費から補助費等に計上しています。補助費等については、適正な執行はもち

ろんのこと、事業費補助を基本として、実施目的に見合った見直しを進めてい

く必要があります。 

 

⑥ その他（公共建築物に係る経費について） 

多くの公共建築物が昭和 40 年頃から整備が始まり、昭和 45 年から昭和 60

年にかけて集会所や学校教育施設を中心に整備が集中しています。今後、これ

らの公共建築物は、建設後の経過年数から老朽化が進み、保全や更新等に多額
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の維持補修費や普通建設事業費が必要となります。 

また、本市の公共建築物の一人当たりの延床面積は、2.55 ㎡/人（令和３年

度公共施設状況調、住民基本台帳に基づく人口（令和４年１月１日）より）と

なっており、類似団体平均の 2.49 ㎡よりもやや多く、上位に位置しています。

今後、本市においても人口が減少し、一人あたりの延床面積は増加していくこ

とが想定されます。 

このような状況から、公共サービスが継続的に提供されるよう、公共建築物

の適正な保有量・配置について検討していく必要があります。 
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3. 基金残高の状況 

(1) 主要基金 

吹田操車場跡地の土地売却により、平成 27 年度主要基金残高は大幅に増加し、

過去最高の約 146 億円となりました。その後は約 125 億円から 140 億円の範囲で

推移し、令和 6 年度末の主要基金残高は 129.5 億円となっています。しかし、近年

の物価高騰の影響や、今後の行政需要や想定している普通建設事業費を踏まえると、

主要基金残高は大幅に減少していく見通しです。 

なお、令和 5 年度に減債基金は廃止し、財政調整基金へと積立しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) その他の積立基金 

主要基金以外の目的基金は 7 つあり、それぞれの設置目的に基づき活用すること

としています。令和元年度には災害対策基金が創設され、4 年計画で 5 千万円を積

み立てし、災害対策への機動的な財政運営の体制を整備しました。 

一方、環境基金をはじめ、一部の基金では活用が十分にされていない状況にあり、

今後の基金の活用について検討していく必要があります。 

なお、その他の積立基金の他に、定額運用基金として土地開発基金があります。

土地開発基金の令和６年度末現在高は 25 億 9,447 万円です。 
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(3) 基金の運用益 

 基金は定期預金や債券等により運用益を出しており、基本的に当該基金へ積立等

を行っています。平成 27 年度に基金残高が大幅に増加して以降、基金の運用益は

約 600 万円の実績がありましたが、近年は運用益が 100 万円を下回っています。今

後は、金利の動向等も踏まえ、基金のあり方や計画的な運用益の確保について検討

していく必要があります。 
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4. 市債残高の状況 

市債を発行する主な目的は、公共施設の建設や災害復旧など、単年度で多額の費用が

必要な事業を行う際に、資金を調達し、財政負担を平準化することです。また、市民の

世代間公平を保つためにも利用されます。 

本市の市債残高は、元金償還金以内の新規市債発行に努めたため、減少傾向にありま

した。しかし、大規模事業等の実施により、令和３年度以降は元金償還金以上の新規市

債発行となり、市債残高は上昇傾向にあります。 

とりわけ、直近の令和７年度の市債発行予定額は約 50 億円となっており、平成４年

度から平成９年度頃の多額の市債発行の推移と類似しています。これは、平成 9 年度か

ら平成 18 年度頃の公債費償還の推移と同様の状況になることが想定され、計画的な市

債発行と公債費償還について検討していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※公債費負担比率：地方債の元利償還金等の公債費に充当された一般財源が、一般財源総額に対し、どの

程度の割合になっているかを示す指標で、15％が警戒ライン、20％は危険ラインであるとされている。 

は公債費負担比率約 15％ライン 
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第4章  中期財政見通し 

中期財政見通しは、市政運営の参考資料とするため決算分析後に中期的な歳入・歳出の見

直しを行い、借換債を除いた普通会計で作成しています。直近（令和７年 2 月時点）の中期

財政見通しは、令和９年度に主要基金が枯渇する想定となっておりました。 

しかし、これまでの最大リスクを想定した中期財政見通しと決算を比較した場合、想定し

ていた主要基金残高にはなっておらず、実績と大きく乖離している課題があります。 

以上を踏まえ、本計画における中期財政見通しは、これまでの積算方法を踏襲しつつ、歳

入・歳出の決算推移や不用額等も勘案し、より実態に見合った数値を設定します。なお、今

後の社会情勢、経済情勢の変化により、見込額と実態に乖離が生ずる場合があります。 

 

 

1. 積算の概要 

(1) 歳入 

① 市税 

市税は、令和 7 年度は前年の定額減税減少分や賃金上昇等を踏まえ、約 194

億円と見込んでいます。令和１1 年度以降は、千里丘駅西地区再開発事業の影

響が期待できる一方で、生産年齢人口の減少も想定されるため、196 億円から

193 億円に微減で推移すると想定しています。 

 

② 地方譲与税等 

 令和８年度までは住宅ローン控除分、令和８年度以降は環境性能割廃止分を

地方特例交付金に加算しています。また、地方揮発油譲与税、法人事業税交付

金、地方消費税交付金は年 1.5%増で見込んでいます。 

 

③ 地方交付税 

普通交付税は、都市計画税を除く市税の増減分及び人件費等による需要額の

増減分を計上しています。特別交付税は 2 億円を見込んでいます。 

 

④ 分担金・負担金 

分担金・負担金は、令和７年度以降を定額で見込んでいます。ただし、令和

9 年度は千里丘駅西地区再開発事業の特定建築者負担金約 24 億円を計上して

います。 

 

⑤ 国・府支出金 

国・府支出金は、普通建設事業費や扶助費等の歳出に合わせて積算しています。 



 15 /23 

⑥ 市債 

建設事業では、阪急京都線連続立体交差事業、千里丘駅西地区再開発事業や

千里丘駅東口再整備事業、橋りょうの点検等の他、その他事業として 6 億円を

見込んでいます。また、市の情報基幹システム等の更新費用についても市債を

見込んでいます。 

 

(2) 歳出 

① 人件費 

給料は、令和７年度から令和９年度まで人事院勧告による改定率 2.26%増

（会計年度任用職員は 5.68％増）を見込み、賞与は毎年+0.05 月増を見込んで

います。地域手当は、令和 8 年度は 11％、令和 9 年度以降に 12％となること

を想定しています。 

 

② 扶助費 

扶助費は、教育・保育給付費等を毎年 2.5％増、児童手当は子どもの減少を

見込み毎年１％減、障害福祉サービス費等給付費を毎年 6％増、その他の扶助

費を毎年 2％増で見込んでいます。 

 

③ 公債費 

公債費は、歳入で見込んだ市債分を加えて積算しています。新発債は元金均

等償還、金利 2.5％で見込んでいます。 

 

④ 物件費、維持補修費、補助費等 

物件費、維持補修費、補助費等は、令和 6 年度決算額を基本に積算していま

す。 

 

⑤ 繰出金 

繰出金は、特別会計担当課の今後見込資料により、積算しています。 

 

⑥ 普通建設事業費 

普通建設事業費は、阪急京都線連続立体交差事業、千里丘駅西地区再開発事

業や千里丘駅東口再整備事業、橋りょうの点検等の他、その他事業として 8 億

円を見込んでいます。 

 

なお、各事業の費用積算にあたっては、現時点での最大限の見込としており、

今後、事業着手に関する最終的な庁内意思決定による内容変更を想定しています。 
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公債費償還額見通し

2. 中期財政見通し 

実績ベースの中期財政見通しでは、令和 12 年度に主要基金残高が約 13 億円を想定し

ています。この財政状況では次年度予算編成や補正予算編成、災害等における緊急対応

に支障をきたす恐れがある危機的な状況となり、持続可能な財政運営を実施していく必

要があります。 

 
 また、上記の期間に予定している市債発行額を踏まえた今後の公債費償還額（借換債を除

く）は逓増しており、令和 11 年度以降は 25 億円を超える水準が継続する見通しとなって

います。持続可能な行政運営を進めていくためには、公債費償還額を少なくとも 30 億円を

下回る水準（※公債費負担比率が 15％程度）を維持することが必要であるとともに、公債

費償還額の抑制について検討していく必要があります。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

※公債費負担比率：地方債の元利償還金等の公債費に充当された一般財源が、一般財源総額に対し、どの

程度の割合になっているかを示す指標で、15％が警戒ライン、20％は危険ラインであるとされている。 
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〈実績ベースの中期財政見通し歳入歳出の内訳〉 

 

※令和６年度は繰入金を含めた決算額（実質収支）を計上しています。 
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第5章 中期財政計画の目標 

昨今の物価高騰による影響や、人口減少・少子高齢化が急速に進行する中、本市の未

来を見据えたまちづくりを持続可能な形で進めていくためには、限られた財源の中で計

画的な予算配分を行い、効率的な行政運営を進めていく必要があります。 

一方で、既に進行している、又は今後予定している大規模事業がある中で、本計画期

間内においては、主要基金残高が大きく減少していくことが見込まれています。 

よって、本計画期間については、本市財政の健全性の維持のため、基金残高の減少抑

制と中長期的な財政調整基金の積立準備に向けた計画とします。 

 

1. 計画の目標及び方向性 

本計画の目標及び方向性は以下の通りとします。 

・本市標準財政規模の約 20％である 40 億円を財政調整基金残高の目標値として設

定します。 

当初予算編成における主要基金の取り崩し額の推移を踏まえ、安定した財政基盤 

としては、「標準財政規模の 20％以上」の約 40 億円を維持していく必要があります。

※財政の健全化指標として、標準財政規模（摂津市では約 200 億円）の 20％以上の実質赤字で財政健全化法の財政再生団体となります。 

・公債費負担比率約 15％である公債費償還額 30 億円を超えない範囲での市債発行

とするとともに、将来的な公債費償還額の低減をめざします。 

財政の弾力性を保持するためには、予算における公債費償還額の割合を抑制して 

いく必要があります。また、将来的な公債費償還額の増加見通しを踏まえ、公債費償

還額の低減を図る必要があります。 

 

2. 主要基金残高の年度別目標値 

令和 12 年度末の財政調整基金残高 40 億円を確保するため、計画期間における各年度

の主要基金残高の目標値を以下の通りとします。 
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3. 年度別財政収支計画 

 本計画策定時点における計画期間内の年度別財政収支計画は以下の通りです。 

 

ただし、各年度における決算の内容や、不確定要素等が想定されるため、歳入・歳出

の数字については適宜修正することとします。 

例えば、国庫負担金 10/10 事業の場合や、その他事業内容によって一般財源が確保で

きる場合は、歳入・歳出ともに増額することが想定されます。一方で、市税等の自主財

源が減少する見込みの場合は、歳出についても抑制することとなり、歳入・歳出ともに

減少することが想定されます。 

 

4. 計画の進捗管理 

 計画の進捗を検証するため、毎年度の主要基金残高の推移を公表するとともに、決算

状況について分析・考察を行います。 

 なお、経済状況の動向や自然災害等の外部環境等の影響により、本市が想定している

財政計画と大きく乖離する場合は、計画の上方修正又は下方修正を適宜検討します。 
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第6章 中期財政運営の取組方針 

持続可能な財政運営に向けては、単に財政規模を圧縮するだけではなく、限られた財

源の中でいかに効率的かつ効果的に実施できるかを考える「行政経営」の視点をもって、

業務の見直しを進めていかなければなりません。 

既存事業については、これまでとは別の手法やアプローチにより業務の見直しを進め

るとともに、市税等自主財源の確保につながる方策の検討、資金調達の新たな開拓など

の財源確保を強化していく必要があります。また、公債費償還金の抑制を進め、政策経

費予算を創出していくことが必要不可欠となります。そして、収支の均衡を図ることで

基金の繰入金を抑制するとともに、過大な後年度負担とならないよう留意する必要があ

ります。 

以上を踏まえ、次に示す取組方針に基づき、本計画の目標達成に向けた取組を進めて

いきます。 

 

① 次年度財政規模設定による予算編成の実施 

② 経常経費の適正化 

③ 公共建築物の適正配置 

④ 職員配置の適正化 

⑤ 公債費の抑制 

⑥ 資金調達による財源確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組のイメージ図 
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① 次年度財政規模設定による予算編成の実施 

毎年度の次年度予算編成時に、既に進行している大規模事業等や、公債費償

還金、経常的な経費の見込みを計上することで政策経費の規模等を事前に設定

し、その条件下での予算編成を実施します。 

なお、財政規模については、中期財政計画策定時の年度別財政収支計画をベ

ースにしつつ、時勢に応じた財政規模を検討し、計画目標に沿った基金残高と

なる歳入歳出予算規模となるよう可変的に修正します。 

 

 

② 経常経費の適正化 

 各課の事業内容が、目的に合致しているか、又は、適切な手段、対象範囲、

規模となっているのか等、既存事業の見直しを進めます。 

以下の主な取組項目を進めていきます。なお、類似団体と比較し、本市の経

費が大きい費目については重点的に改善を行うこととします。 

 主な取組項目 

・一時的なシーリングの実施 

・委託業務の仕様の見直し等による事業の適正化 

・保守委託業務や備品・機器購入費の更新期間の見直し 

・デジタル技術等の導入による業務効率化 

・各種負担金の実態把握と必要性の点検 

・市単独補助金・扶助費の対象範囲・規模等の適正化 

・印刷製本費等の削減対策 

・計画策定委託料のゼロ査定（アンケート等の一部業務を除く） 

・公用車・公用自転車等の一元管理化 

・イベント等の集約・規模の見直し 

・データや社会潮流等に基づく事業の再構築 

・事業の「選択と集中」の強化 

 

 

③ 公共建築物の適正配置 

令和 3 年 3 月に改訂した「摂津市公共施設等総合管理計画」では、公共建築

物の最適な保有量と、適正な配置の実現を基本方針の一つとしています。 

将来の人口動態や財政状況等を念頭に置きつつ、利用状況や市民ニーズを踏

まえた公共サービスのあり方を検討し、集約化や複合化等の再編を推進するこ

とで、公共建築物総量の縮減を図ります。 

また、再編を計画的に推進していくため、一人当たりの公共建築物面積の数
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値目標を設定するとともに、集約化や複合化などの再編の方向性を明らかにし

ていきます。 

 

 

④ 職員配置の適正化 

持続可能な行政サービスの実施に当たり、職員の適正な数の確保は必要不可

欠です。また、新型コロナウイルス感染症や大規模な災害等における行政需要

はもとより、育児休業等にも対応できる柔軟な職員の体制を構築していくこと

が必要です。さらに、複雑化・個別化していく行政需要に対応していくために

は、DX の推進など、行政事務の効率化についても進めていかなければなりま

せん。事業の改善や委託のあり方を再検討し、正規職員、会計年度任用職員、

民間への委託など業務の担い手について最適化を図り、適正かつ効率的な職員

配置を行います。 

なお、技能労務職員については、令和５年 8 月に労使共同で策定した「技能

労務業務の今後のあり方についての報告書」を基に、給与制度や採用等につい

て方向性を定めていきます。 

 

 

⑤ 公債費の抑制 

 本計画期間内では、大規模事業が複数実施予定であり、元金償還額以下での

市債発行は難しく、公債費償還額については増加傾向にあります。しかしなが

ら、公債費償還額の増加は後年度への負担を増やすとともに、市財政の硬直化

につながることから、大規模事業以外の市債発行については限定していく必要

があります。 

 本計画期間内において、これまでの実績及び計画の目標値等を鑑み、大規模

事業を除く市債発行額の年度上限目標値を 4.5 億円に設定します。ただし、財

政的にメリットが大きい起債であり、本計画目標達成に影響がない場合及び借

換債や臨時財政対策債の発行についてはこの限りではないものとします。 

 また、市債発行については競争原理が働く入札による金利設定を原則とする

とともに、据置期間を設定しない等を検討し、公債費償還額の低減を図ります。 
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⑥ 資金調達による財源確保 

 毎年度の予算規模は歳入の額によって増減するため、新たな財源の確保や現

行の歳入を増加させていくことが必要となります。 

主な取組項目 

・債権収納率の向上 

・低未利用地の活用、売却 

・普通財産の貸付賃料の適正な設定 

・ふるさと納税の充実 

・広告収入等の拡充 

・使用料、手数料の適正化（減免のあり方を含む） 

・国・府負担金等の確保 

・基金の適正な運用と効果的な活用 

 


